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第３章　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路の現状と改良計画

３－１　対象区間道路の役割

　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路（既存道路の延長は約 50km）は、60 年以上前に英

国により整備された古い山岳道路である。この道路は供用開始以降、大幅な改良をされずに現

在に至っている。

　現在のコーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、最重要幹線道路であるにもかかわらず、

山岳部の難所を通過していることから少量小型の貨物しか輸送できず、輸送効率は非常に悪

い。

　後述するように、今後、既存の道路拡幅により円滑な交通を確保することは難しく、このま

までは最重要幹線道路であるにもかかわらず期待される役割を果たすことはできない。

　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路が果たすべき役割、機能は以下のとおり整理される。

（1）広域的な経済圏における幹線道路

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、国際輸送、経済開発の観点から最も重要な幹

線道路となっている。

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、GMS 東西回廊上に位置し、アジアハイウェ

イ、ASEANハイウェイ、ACMECS（イラワジ、チャオプラヤ、メコン経済協力）、BIMSTECS

（バングラデシュ、インド、ミャンマー、スリランカ、タイ経済協力）等ミャンマーを含むア

ジア地域における広域的な開発イニシアティブのほとんどすべてに合致している。

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、アジアハイウェイ１（AH1）号線上にあり、

AH1号線は、ベトナムのハノイ、カンボジアのプノンペン、タイのバンコク、ミャンマーのヤ

ンゴン、バングラデシュのダッカといった各国の首都を結ぶ最重要国際幹線ルートになって

いる。ヤンゴン～バンコク間の最短ルート上に位置し、タイ側国境メーソット近郊は既に片

側３車線の道路が整備されているが、ミャンマー内の整備は遅れている。特にコーカレイ～

ティンガンニーノ区間道路は山間部の難所を通過しているため交通上のボトルネックとなっ

ている。

（2）周辺住民の生活に必要な幹線道路

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、カレン州南部の国境付近に存在する。唯一の

道路であるため、ミャンマーからタイに海鮮物、野菜、果物等の一次産品を輸出し、タイか

らミャンマーに生活用品を輸入する主要ルートになっており、周辺住民の生活に欠かすこと

のできない道路となっている。また、将来的には、牛やブタなどの家畜、木材、自動車など

大型かつ大量の物資の輸出入に利用されるべき陸路では唯一ともいえる重要路線である。

　　ヤンゴンとバンコクとを最短で結ぶ AH1 号線は、カレン族との民族紛争が繰り広げられて

きたカレン州を通過しており、東西間の交流を阻害してきた。ミヤワディの国境通過地点で

は、タイの援助によりタイ・ミャンマー友好橋が建設されたが、ミャンマー国内の治安情勢

が好転せず、時折ミャンマー側が国境を封鎖することもあり、あまり活発な経済活動はみら

れなかった。
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　　しかし、2004 年１月の国家平和開発評議会（SPDC）とカレン民族同盟（KNU）の一時停

戦以降は、ミャンマーからタイへの食料の輸出やタイからミャンマーへの生活用品の輸入が

増加しつつあり、タイへの出稼ぎ労働者も激増しつつある。コーカレイ～ティンガンニーノ

区間道路以外には、周辺にほかの幹線道路は存在しないため、周辺住民の生活には欠かすこ

とのできない道路となっている。

（3）地場産業振興を支える幹線道路

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路は、地場産業の育成や人材育成計画とも連携しつ

つ、将来的に有望な地元の生産品をタイやミャンマー国内の流通にのせていくために必要な

幹線道路になる。

　　最近はタイにおける労働賃金の上昇によりミャンマー側の潜在的な労働力に大きな期待が寄

せられており、和平合意後の将来的には、カレン州及びカレン州に隣接するモン州は労働集

約型製造業の進出先として有望な立地環境にある。

　　さらに、カレン州では 1999 年より畜産振興地区（Livestock Farming Zone）計画が実施さ

れ、1999 年にコーカレイ、2002 年にミヤワディ、2004 年にパアンと州内各地に畜産振興地区

が指定されている。特に、2004 年１月の SPDC と KNU の一時停戦以降、積極的な振興策が

図られてきている。

　　ミヤワディからの幹線道路沿いから少し北に入ったところにあるイェーブー村の畜産振興

計画の成功は特筆に価値する。今回調査団員の一部が訪問したイェーブー村では、地方政府

が積極的に関与し、住民の自発的意思を尊重した事業を実施することにより、生産開始後

１年から１年半で高い収益性を確保することに成功したとのことである。また、イェーブー

村にはミヤワディに流れてきて元密輸に関与していた入植者も多く、こうした者たちに対す

る雇用を提供することにより、フォーマルセクター経済の確立にも貢献した可能性を示唆し

ている。こうした「モデル村」が成功するケースは、現在のミャンマーの情勢下では貴重な

ケースといえる。

　　こうした地域産業振興計画を支える道路としても、コーカレイ～ティンガンニーノ区間道

路改良に対する期待は大きいといえる。

（4）難民の帰還路として期待される幹線道路

　　本対象区間は長期間にわたり紛争地域であったカレン州内に位置しており、円滑な交通を

確保することにより経済開発のみならず本地域の平和構築に寄与することが期待される。

　　近い将来、大規模な帰還定住事業が開始される見込みがあって、UNHCRがカレン州、モン

州等での準備活動を開始している。コーカレイ～ティンガンニーノ区間はタイの難民キャンプ

と難民の帰還地とされるカレン州の７つのタウンシップ及びモン州の４つのタウンシップと

を繋ぐ唯一の幹線道路である。カレン難民等の帰還定住促進、生活条件の改善、難民を支援

する国連、NGO 団体等のアクセスを大きく向上させる観点からも大きな意味がある。

　　また、前述した地場産業振興計画は地域住民が直接裨益することから、道路整備の段階か

ら地場産業振興と連携を図ることにより、難民の帰還地としての魅力を向上させ、紛争解決

に向けた環境の醸成に繋がるといった相乗効果が期待できる。
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３－２　既存道路の現状と問題点

　現地踏査による既存道路区間の主な現状と問題は以下のとおりである。

（1）急勾配な隘路

　　急勾配な隘路であるため交通容量は小さい。急峻な地形にあり、高低差約 700mの山間部を

30km の距離で上って下る。全区間（50km 弱）にわたり縦断線形は急勾配であり、山の西側

は数箇所のヘアピンカーブを含む九十九折の坂が 10km 程度続く。道路幅員は３ m 程度と狭

く、片側が崖になった状態が続く。道路表面は簡易舗装であるがそれなりに維持されており

舗装状態はさほど悪くない。

（2）通行規制

　　幅員が狭く対面走行が不可能であるため日替わりの一方通行制度（本日上り日、翌日下り

日）を適用している。この結果直線距離でわずか約 40km程度のコーカレイ、ミヤワディ間を

日帰りで往復することはできず、隘路となっているない。６～ 18 時までの 12 時間のみ通行

でき、１日当たりの交通量は 400 ～ 500 台（調査団の目視により計算）。

（3）走行速度

　　一般車両で 30 ～ 40km/h が限界。特に山の西側斜面は岩が露出している区間も多く、道路

幅員は３ m 程度で片側が崖の状態が続くため、大型バスは１台で徐行するのが限界である。

10 輪タイプのトラックまでは通行可能（ただし相当の運転手の熟練度が必要）であるが、

カーブがきつい箇所が数箇所あり、牽引式のトレーラー（大型トレーラー）は通行できな

い。

（4）交通安全

　　特に道幅の狭い危険箇所のみに縁石が存在するが、全線にわたり標識、ミラー、ガード

レール等の交通安全を確保する付帯施設は一切ない。万が一、崖から車両が落下する等の事

故が発生した場合には非常に危険である。一方通行であるため上下走行ともに車列をつくり走

行することになる。バス、一般車両、貨物車が混在する。走行中、いずれかの車両が故障する

と後続車両のすべてが影響を受ける。

　　また、峠付近は砂礫層があり数箇所の法面崩壊が見られたが、道路を塞ぐほどではなかっ

た。しかし、峠より下方に存在する岩の露出した崖が崩れた場合、甚大な交通事故が発生す

る可能性がある。車両が通行していなくとも、崖崩れが道路上に影響すれば、本ルートは数

日から数週間にわたり通行できなくなる。特に雨期には注意を要する。
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３－３　対象区間道路の改良計画

（1）道路改良の必要性

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路の交通量は、数年前（2000 年前後）に 100 台／日

以下であったが現在既に 400 台／日以上の車両が通行しており、中期的に活発化している。

道路規格、通行規制が存在する状況下において、これほどの交通量の伸びがみられることか

ら、交通量の面だけからみても、国際幹線道路として最低限必要とされる片側１車線で対面

交通可能な全天候型道路に改良する必要性、妥当性は非常に高いといえる。

　　カレン州における和平合意が達成されれば、その交通量は爆発的に増加すると思われる。

ミャンマー開国後の将来性を左右する非常に重要な区間である。ミャンマー政府もタイ政府も

交通・輸送なくして経済の活性化はあり得ないとしている。政治的には困難を伴う状況に

おいても、なお、タイ政府がティンガンニーノ～ミヤワディ間の道路改良の協力に着手した理

由は、カレン州南部地域に対する先行投資の色合いが強いと思われる。労働賃金が上昇しつ

つあるタイ企業にとって地理的に近いミャンマーのカレン州やモン州での立地は将来の経済

開発にとって非常に重要になりつつあり、いわゆる後発 ASEAN 諸国である CLMV と先発

ASEAN 諸国との格差是正に大きく寄与することが期待できる。

　　また、本路線はカレン州南部地域に位置するミャンマーとタイを繋ぐ唯一の幹線道路の一

部区間であり、タイ側に約 14 万人いるといわれるカレン難民の帰還路としての機能を担うこ

とになる。現在は山岳部を越えて行き来することに物理的な限界があるが、本調査対象区間

がひとたび改良されれば、タイ側メーソットからミャンマー側ミヤワディを抜け、山岳部の

西にあるコーカレイやパアン、モーラミャインといった町へのアクセスが容易になる。和平

交渉の進捗次第ではあるものの、帰還難民や難民支援団体等の輸送経路として非常に重要な

役割をもっているといえる。

（2）代替案の概要

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路の現況交通量は厳しい通行制限のあるなかで

400～ 500台あり、ミャンマーにおける丘陵部若しくは山岳部の２車線道路の整備基準を満た

す必要がある。これはアジアハイウェイの最低基準であるクラスⅢに該当する。

　　すなわち、１車線 3.5m に路肩 1.5m を加えた計５ mを２車線全天候型道路として整備する

ことが必要である。設計速度は山間部道路基準である 40 ～ 60km/h を満たす舗装道路とな

る。 ROWはミャンマー側の基準に従い中心線より15mずつ確保する必要があるため30mとな

る。

　　これらの設計基準を踏まえ、コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路の改良に関する代替

案と評価を行った。結果概要以下のとおり。

1）　既存道路の拡幅

　　既存道路の拡幅は不可能である。特に既に増加しつつある交通を止めず、経済活動に影

響しないように工事を進めることは技術的にも不可能と思われる。

　　道路の付け替えを行えば、設計基準を満たす道路として建設できないことはない。トン

ネル建設、キャンティ工法やメタルロード工法などの張り出し拡幅、発破を用いた切土、

法面補強等を組み合わせれば技術的には可能と思われるが、迂回ルートもなく、工事中の

迂回路も確保できないことから、現在交通を止めずに改良することは不可能である。ま
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た、現道を拡幅する場合、建設費は非常に高額になり、開通後の維持管理にも技術や費用

が必要になることから、経済性、持続可能性の観点からも棄却すべきである。

2）　代替案１（コミュニティー道路の拡幅・舗装：最短ルート）

　　現在は、ティンガンニーノ付近で現道に接続し、コーカレイ東部まで接続しているコ

ミュニティー道路である。コーカレイ～ティンガンニーノ間の最短ルートとなる。

　　現道に接続する区間の端部以外の車両通行はできない。現道幅は1.5～２m程度。今回現

地踏査では、ティンガンニーノ分岐点から 1.5km 程度しか歩行による踏査ができなかった

が、ミャンマー政府、地元の道路担当官、開発担当官、住民等に対する聞き込みの結果に

よれば、本ルートを拡幅、舗装化する場合、道路延長は約 36 ～ 40km となる見込み。本

ルート中には 300m 程度の丘陵が２つ、クリークが 33 本あり、コーカレイ付近では川沿い

に通ることになる。橋梁、カルバート等の構造物建設や盛土、切土工が必要である。

　　コーカレイ東部に出て町のなかを通過することになるため、コーカレイ東部ではなく、

コーカレイ北部から西部に抜けるバイパスを建設し、バイパスまで接続する道路として整

備する案もある。建設費についてタイ政府は 36km で 1,500 万ドルと見積っているが、ミャ

ンマー政府はバイパスまでのルートとして40km程度を想定し1,900万ドルと見積っている。

　　ルート上の村落数、住民数等は不明であるがごく少数であるとのこと。丘陵部の斜面以

外のルート周辺には農地や集落が点在すると思われるが詳細は不明である。

3）　代替案２（コミュニティー道路の拡幅・舗装：旧日本軍ルート）

　　現在は、ティンガンニーノ付近で現道に接続し、コーカレイ東部まで接続しているコ

ミュニティー道路である。代替案１のルートより南部を迂回するルートとなっている。ミャ

ンマー政府は代替案１の最短ルートが建設コスト上最も有利とし、本ルートは単なる代替

案としており、あまり情報をもっていない。

　　今回現地踏査では、代替案１との分岐点から 100m程度しか歩行踏査できなかったが、現

道幅は２～３ m。聞き込みの結果によれば、乾期にはなんとか車両も通行できるとのこと

であり、代替案１よりは広い印象。なお、今回踏査中、旧日本軍のポーター経験をもつ老

人に話を聞くことができ、本ルートが旧日本軍が建設した道路（全線ではない）であるこ

とが判明した。

　　本ルートを拡幅、舗装化する場合、道路延長は代替案１より明らかにながい。既存ルー

トと代替案１の間として 40 ～ 45km 程度か。ミャンマー政府の説明によれば、本ルート中

にも丘陵があり、丘陵数やクリーク数は代替案１よりが、アップダウンは多いとのこと。

代替案１同様に橋梁、カルバート等の構造物建設や盛土、切土工が必要である。

　　ミャンマー政府もタイ政府も本ルートの建設費の見積りはしていない。地形的には代替案

１より建設が容易な印象。代替案１より道路延長は長いものの、構造物の建設費用が低く

なる可能性もあるが、全体としての建設費は不明。

　　ルート上の村落数、住民数等も不明であるが、端部の道幅は代替案１より広く、いくつ

かの村落があることが確認されているとのこと。代替案１よりは裨益住民数が多いと思われ

るが詳細は不明である。

（3）代替案の評価

　　既存道路の拡幅は不可能であるため、コミュニティー道路の拡幅・舗装化を行う。代替案
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１と代替案２と比較した場合では、代替案１を優先的にとらえ、代替案１の改良が不可能と

判明した場合の大体ルートとして代替案２をとらえるべきである。

　　現道の状態、地形、地質、住民数など十分な情報がそろってはいないが、最短ルートであ

り、既存道路とも接続でき、コーカレイ市内の通過交通をバイパスにより分散できる可能性

の高い代替案１を現時点で否定する材料は全くない。

　　最適案選定を行う際には、より詳細な検討が必要である。現道の状態、地形、地質、住民

数などを調べ、建設費、利用者便益、周辺住民への裨益効果、環境対策等を総合的に判断す

る必要がある。

　　なお、ミャンマー、タイともに、特に環境社会上の配慮は不十分であると見受けられた。

コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路改良に関しては、計画策定当初より日本の助言が必

要な場面が多いと思われる。

　　雨期の表流水や重量車両の通過による影響を軽減するために舗装はAC（アスファルトコン

クリート）とすることが望ましい。ACの初期投資には簡易舗装に比べて費用がかかる。本区

間の改良に関しては、計画時の舗装費用には維持管理費用も含め、舗装の寿命全体に係るコ

ストを考えたうえで、最適な舗装形態を選定すべきである。また、ミャンマーにおいては恒

常的に道路舗装に必要なコールタールが不足するという問題を抱えているとのことであり、

舗装を厚くするだけ高価な建設費になることにも留意する必要がある。
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（4）実施上の留意点

1）　環境社会配慮の必要性

　　コーカレイ～ティンガンニーノ区間道路の改良は 35km 以上の拡幅・舗装を伴う事業で

あり、新設道路に近い建設事業となることが想定されるため、JICA 環境社会配慮ガイドラ

インではカテゴリー Aに相当すると思われる。

　　希少動植物の有無や周辺住民の生活状況は詳細不明であることから、道路改良の影響程

度についても不明であり、代替案の比較時に十分な検討が必要と思われる。

　　ミャンマー政府は EIAに関する法・規則を有しておらず、EIAの実施経験はない。しか

し、韓国KOICAの実施した調査において EIAに関する説明を受けたとのことであり、資金

協力を受け入れるには EIA が必要性となることについては理解している。

　　本体対象区間の道路改良について、仮に日本が協力するとなる場合には、JICA の環境社

会配慮ガイドラインを遵守する必要があり、基本設計の決定以前にミャンマー側によるス

テークホルダー協議や EIA 相当の調査レポートが必要になる旨説明した。

　　ミャンマー側はこれを理解し、問題なく EIA を実施できる旨回答があったが、実施経験

はないため、改めて JICA 環境社会配慮ガイドラインの内容を説明するとともに、必要に応

じてその都度環境社会配慮の方法や環境対策についてミャンマー側の理解を深める必要が

あると思われる。

2）　治安状況の確認

　　今回の本対象区間の現地踏査には全区間にわたりミャンマー政府による警護がついた。

今回調査範囲は既存の道路上及びその沿道に絞られ、特にティンガンニーノ近辺は近年ま

で紛争があったといわれたものの、人々は往来しており特に危険もなく、対象地域の治安

情勢は落ち着きつつあるようにみえた。また、SPDC と KNU の仲介役を務めている人物を

通じ、本件道路整備に関する KNU の意向を確認したところ、道路整備に関して異存はな

いことが確認されたため、本件を実施する際に障害が生じる可能性は低くなったと思われ

る。しかし、今後の調査においても SPDC と KNUの和平交渉の進捗を見守りつつ、十分に

注意を払う必要はあると思われる。





付　属　資　料

１．無償資金協力要請書（TOR）

２．意見交換記録

３．収集資料リスト
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